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公的年金保険制度における3号被保険者創設の意義
（典拠 平成26年11月4日厚生労働省社会保障審議会年金部会資料）



3号被保険者制度創設に対する評価

１，法学的見地に基づくもの

（１）「基礎年金の個人単位化」である （堀（２０１３））

（２） 実態的には「２号被保険者の年金受給権の一部（配偶者加算分）の法定分割制度である」
（岩村（２００５））

２，経済学的見地に基づくもの

（１）

「共働き世帯、および単身者の拠出に対する反対給付を20年かけて明らかに徐々に下げる改正でもあ

り、拠出・反対給付原理を弱め、「第３号被保険者が世帯にいるかどうか」で負担に対する給付を大

きく変える改正でもあった」 （永瀬（2003））



・８５年改正の第一義的目的＝ 被用者年金と国民年金の間での財政調整

・３号被保険者制度の創設は、被用者の被扶養配偶者を公的年金保険制上、

いかに位置づけるかについての一つの政策選択の結果にすぎない。

・３号被保険者制度は年金保険制度上、所与の前提ではないゆえに、

その合理性が常に問われ続けられるべきものであることになる。



「世帯単位」と「個人単位」から見る合理性

年金保険制度における「世帯単位」構成要素例

（１）高齢夫婦世帯を念頭に置いた基礎年金の給付水準
（２）生計維持要件を介した給付の可否（遺族年金）、加算（障害年金（ex,国年37条の２，33条の２）
（３）1号被保険者にかかる世帯主の保険料連帯納付義務、保険料免除（国年89条2項、90条の2）

「世帯単位」構成をとる事の合理性

・「社会通念上、生計の単位と考えられている「世帯」を基礎に年金給付水準を設定することは合理的
である」

・事業主と被保険者の双方に保険料負担を課し事業主に保険料徴収義務を課す被用者保険においては

「被保険者の家族・世帯員に同じ制度の保護の網をかけるとすれば、生計維持要件・生計同一要件によって被
保険者とその家族、世帯員を結合させるのが合理的である。なぜなら生計維持関係等によって家族・世帯員を
被保険者と結びつける以上、被保険者のそうした家族・世帯の生計状況に鑑みれば保険料負担能力を持つのは
被保険者と考えるのが合理的であるし、事業主とはなんら直接的に法的関係にない被扶養者について、被保険
者とは別個の保険料を事業主に徴収させることは妥当性を欠くからである」 （岩村（２００５））



「世帯単位」設計の合理性は、あらゆる国民の老後の基礎的な所得保障
ニーズを保障するという公的年金制度の趣旨からすれば、家族形態が多様
化し、男性片働き世帯が相対的に減少したことをもって直ちに失われるも

のではない。

しかし

このことをもって、法律学上「3号被保険者制度」から生じ得る問題を是正
する必要性が完全に否定されているわけではない。

法律学においても
社会保険原理とは別の「性別役割分担を前提とする法制を縮小していくべ
き」という観点から「被扶養配偶者という地位に結びついた生活保障では
ない形で」基礎的な「生活保障が確実に担保される」仕組みを検討するこ

とへの言及がされている（笠木（2014））。



3号被保険者制度の個人単位化に伴う課題

・ 個人単位化の貫徹により3号被保険者にも相応の保険料拠出を求める場合、保
険料負担能力のない3号については実態的には配偶者の負担能力に着目せざる
を得ず、世帯単位的な取り扱いが存続することになる。

・ 保険料徴収に際して使用関係のない事業主が3号から保険料徴収をすること
はできないため、現在の1号と同様の保険料徴収方法をとることになった場合、徴
収のための行政コストの増加、未納者の増加といった問題が生じる可能性がある。

・「世帯単位」の制度設計は年金保険制度に限らず、医療保険制度においても用い
られていることから、年金保険制度においてより一層個人単位化を推進する場合、
社会保障制度全体の中での整合性をいかに図るかという点についても検討が必
要になる。
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